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 2021 年 10 月 20 日から、一部の医療機関や薬局でマイナンバーカードも健康保険証

として利用できるようになりました。また、現行の紙の健康保険証を 2024 年秋に廃止

し、マイナンバーカードと一体化した「マイナ保険証」に切り替わる方針が正式に発表

されました。今回はマイナンバーカードを保険証として利用するメリットや、「マイナ

保険証」に関する Q&A をご紹介します。 
 

▮マイナンバーカードの保険証との一体化について 

 

社長が入れる 
労災保険のことなら 

「葛城経営研究会」 

詳しくは、 
06-6224-0480 まで！ 

 

 

12 月労務スケジュール 

最近は寒くなってきたの
で、好きなサウナに入るた
め地元のスーパー銭湯に行
くことが多くなりました。 
数年前にサウナブームが再
来し、流行に乗り定期的に
サウナに通うようになりま
した。 
サウナ→水風呂の繰り返し
をした後に休憩をすること
で、すっきりした感覚、脳
が冴えたような状態にな
り、この状態を【整う】と
いい、サウナーはこの状態
を目指してサウナに入りま
す。 
皆様もサウナで整うを経験
してみませんか？（村田） 

・年末調整  

・賞与支払届の提出（賞与 

支払日から ５ 日以内） 

 

▮「マイナ保険証」に関する Q&A 

メリット 

？ 
① 病院などでの手続きの簡略化できる。 

診察券・保険証・お薬手帳の一本化（複数持ち歩かずに済む） 

② 顔認証で本人確認と保険資格の確認ができる。 

顔認証付きのカードリーダーを使うことで、受付が自動化される。（対応施設に限る） 

③ データに基づく診療・薬の処方が受けられる。 

本人同意のもと、初めての医療機関でも過去の薬や特定健診等のデータが自動で連

携される。 

④ 限度額以上の一時支払いの手続きが不要 

対応施設においては、限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度

額を超える支払いが免除される。 

⑤ 確定申告の「医療費控除」が自動入力できる。 

⑥ 更新が不要 

転職・引越し・結婚などで保険証の変更手続きが必要になる。 

 

Q.マイナンバーカードは、当初「大切に保管しましょう」と聞いた気がします。カー
ドを使った便利なサービスを利用する為に持ち歩いてもいいものですか。     
A. 万が一落としたり無くしたりした場合は、24 時間 365 日フリーダイヤル
（ 0120-95-0178 ）で利用を一時停止してください。なお、落としたカードはパス
ワードが無いと使えませんし、IC チップの中を無理やり読み込もうとすればチップ
が自動的に壊れる仕組みとなっておりますので、悪用することもできません。 

Q. マイナンバーを人に見られても大丈夫なのですか。             
A. 大丈夫です。マイナンバーだけ、あるいは名前とマイナンバーだけでは情報を引
き出したり、悪用したりすることはできません。 マイナンバーを使う手続きでは、
顔写真で本人確認することが義務化されています。 オンラインで利用する時にも、
IC チップに入っている電子証明書を利用するので、マイナンバーは使われません。 

Q.マイナンバーカードを落とすと、IC チップに入っている税や年金、医療などのさ
まざまな情報が流出するのが怖いです。                                
A. マイナンバーカードの IC チップには、そもそも、税や年金、医療などに関する
情報は記録されていません。マイナンバーカードの IC チップに記録されているの
は、券面に記載されている氏名・住所・生年月日・性別の四情報と顔写真、マイナ
ンバー、それに、電子証明書と住民票コードです。落としたマイナンバーカードを
取得した人がいても、ご本人以外は、税や年金、医療などの個人情報を引き出すこ
とはできません。 

Q.マイナンバーカードから、マイナンバーに紐付けられた自分の個人情報が流れ出
ることはないのですか。                                     
A. マイナンバーを利用して個人情報を見ることができるのは、それぞれの手続きを
行う行政職員しかおりません。ちなみに、行政職員であっても、見ることができる
のは自分の担当する業務に関する個人情報のみで、当該業務に関係のない情報は、
行政職員であっても見ることができない仕組みとなっています。                    

 

 

【デジタル庁 より】 

 


